
鎌ケ谷市障がい者グループホーム等入居者家賃補助事業実施要綱 

制定 平成１９年３月３０日告示第３９号 

改正 平成２２年８月２４日告示第７３号 

平成２３年９月３０日告示第８８号 

平成２４年１月２６日告示第５号 

平成２５年１１月８日告示第８４号 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、グループホーム及び生活ホーム（以下「グループホーム等」という。）

に入居する障がい者（以下「入居者」という。）の経済的負担を軽減し、その自立を促

進するため、家賃負担の一部を補助（以下「家賃補助」という。）することを目的とす

る。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

（１） グループホーム 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律（平成１７年法律第１２３号。以下「法」という。）第５条第１６項に規定する共

同生活援助を行う事業所をいう。 

（２） 生活ホーム 千葉県生活ホーム運営事業実施要綱（昭和６１年７月１日付け障

第１５８号。以下「県生活ホーム要綱」という。）第１条に規定する生活ホームをい

う。 

（３） 家賃 グループホーム等の入居に係る月ごとに支払う家賃をいい、敷金、礼金、

保証金、管理費及び共益費等は含まない。 

（補助対象者） 

第３条 この要綱に基づき家賃補助を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該

当する者のうち家賃補助を受けようとする年度（４月から６月までの間にあっては前年

度）の市町村民税が非課税の世帯に属する者とする。ただし、生活保護法（昭和２５年

法律第１４４号）に基づく保護を受けている世帯に属する者を除く。 



（１） 法第２２条第８項の規定により、本市において障害福祉サービス受給者証の交

付を受けグループホームに入居している者 

（２） 県生活ホーム要綱第１０条第１項の規定により、市長の承認を受け生活ホーム

に入居している者 

（補助額） 

第４条 家賃補助額は、月額２５，０００円の範囲内で、家賃の２分の１に相当する額（障

害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令（平成１８年政令第

１０号）第２１条第１項第２号に規定する特定障害者特別給付費が支給される場合は、

月額２０，０００円の範囲内で、家賃から当該特定障害者特別給付費に相当する額を控

除した額の２分の１に相当する額）とする。ただし、入退所の月にあっては、日割り計

算によるものとする。 

２ 前項の規定により算出した補助額に１００円未満の端数がある場合は、その端数を切

り捨てる。 

（補助の申請） 

第５条 家賃補助を受けようとする者は、毎年度４月末日まで（年度の中途に申請する場

合を除く。）に鎌ケ谷市障がい者グループホーム等入居者家賃補助申請書（別記第１号

様式）に、当該入居に係る契約書又はこれに類する契約書等の写しを添付して、市長に

申請しなければならない。 

（補助の決定） 

第６条 市長は、前条の規定により家賃補助の申請があったときは、内容を審査の上、家

賃補助の要否を決定し、鎌ケ谷市障がい者グループホーム等入居者家賃補助決定（却下）

通知書（別記第２号様式）により申請者に通知するものとする。 

（補助の方法等） 

第７条 家賃補助の支給の時期は、次の表に掲げるものとする。 

対象月 支給月 

４月・５月・６月 ８月 

７月・８月・９月 １１月 



１０月・１１月・１２月 ２月 

１月・２月・３月 ５月 

２ 市長は、支給月の末日までに口座振替の方法により、家賃補助の支払いを行う。 

（請求の方法等） 

第８条 第６条の規定により家賃補助の決定を受けた者（以下「支給決定者」という。）

は、鎌ケ谷市障がい者グループホーム等入居者家賃補助請求書（別記第３号様式）によ

り、支給月の前月の１０日までに市長に請求しなければならない。ただし、同日までに

その提出がなかったことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでな

い。 

（請求の方法の特例） 

第９条 市長は、前条の規定にかかわらず、支給決定者がグループホーム等を行う事業者

（以下「事業者」という。）に対し、委任状（別記第４号様式）により家賃補助の請求

及び受領（以下「代理受領」という。）を委任したときは、当該支給決定者に係る家賃

補助として支給すべき限度において、当該支給決定者に代えて当該事業者に支払うこと

ができる。 

２ 前項の規定による支払いがあったときは、支給決定者に家賃補助の支給があったもの

とみなす。 

３ 代理受領の委任を受けた事業者が、代理受領の方法により家賃補助の請求をしようと

するときは、鎌ケ谷市障がい者グループホーム等入居者家賃補助代理受領に係る請求書

（別記第５号様式）により、市長に請求しなければならない。 

（変更届等） 

第１０条 支給決定者は、申請内容に変更が生じたとき又はグループホーム等を退去しよ

うとするときは、あらかじめ鎌ケ谷市障がい者グループホーム等入居者家賃補助変更・

中止届出書（別記第６号様式）により、市長に届け出なければならない。 

（補則） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 



附 則 

この告示は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２２年８月２４日告示第７３号） 

この告示は、公示の日から施行し、平成２２年４月１日から適用する。 

   附 則（平成２３年９月３０日告示第８８号） 

この告示は、公示の日から施行し、平成２３年４月１日から適用する。 

   附 則（平成２４年１月２６日告示第５号） 

この告示は、公示の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市障がい者グループホーム等入居者

家賃補助事業実施要綱の規定は、平成２３年１０月１日から適用する。 

附 則（平成２５年１１月８日告示第８４号） 

この告示は、公示の日から施行し、平成２５年４月１日から適用する。ただし、第２条

の規定は、平成２６年４月１日から施行する。 

 



別 記 

第１号様式（第５条関係） 

 

鎌ケ谷市障がい者グループホーム等入居者家賃補助申請書 

 

年   月   日 

 

鎌 ケ 谷 市 長 様 

 

                      住所 

                  申請者 氏名          ○印 

                      電話 

 

 

 

グループホーム等入居者家賃補助を受けたいので次のとおり申請します。 

グ ル ー プ ホ ー ム 

生 活 ホ ー ム 

事業者名  

所 在 地  

名 称  

申   請   額    月額             円 

※添付書類 

 １ 契約書等の写し 

 ２ 同意書（鎌ケ谷市内に住民票がある場合） 

 ３ 市町村民税課税・非課税証明書（鎌ケ谷市外に住民票がある場合） 

 ４ 世帯状況・収入・資産等申告書



第２号様式（第６条関係） 

 

鎌ケ谷市障がい者グループホーム等入居者家賃補助決定（却下）通知書 

 

第     号 

年  月  日 

 

            様 

 

鎌ケ谷市長      □印    

 

    年  月  日付けで補助申請のあった障がい者グループホーム等入居者

家賃補助について、下記のとおり補助決定（却下）したので、鎌ケ谷市障がい者グル

ープホーム等入居者家賃補助事業実施要綱第６条の規定により通知します。 

 

記 

 

１ 決 定 

  補助決定額  月額          円 

  補助の期間      年  月  日から     年  月  日 

 

２ 却 下 

  （理由） 

 

教示 

 この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算し

て 60 日以内に、鎌ケ谷市長に対して異議申立てをすることができます。この決定の

取消しの訴えは、この決定の通知を受けた日から６か月以内に、鎌ケ谷市を被告とし

て（鎌ケ谷市長が被告の代表者となります。）提起することができます。ただし、異

議申立てをした場合には、決定の取消しの訴えは、その異議申立てに対する決定の送

達を受けた日から６か月以内に提起しなければなりません。 



第３号様式（第８条関係） 

 

鎌ケ谷市障がい者グループホーム等入居者家賃補助請求書 

 

年  月  日 

 

鎌 ケ 谷 市 長 様 

 

住所            

申請者 氏名          ○印 

電話            

 

    年  月  日付け  第   号で補助決定のあった障がい者グループ

ホーム等入居者家賃補助を下記のとおり請求します。 

 

記 

 

請求額               円 

グループホーム等名称          

                    

※添付書類 領収書等の写し 

口座振込先 

金融機関名  支店名  

口 座 番 号  区  分 １ 普通  ２ 当座 

口座名義人 
カタカナで記入してください。 

 



第４号様式（第９条関係） 

 

委 任 状 

 

鎌 ケ 谷 市 長 様 

 

住  所            

申請者 氏  名          ○印 

電話番号            

 

 私は、下記の者を代理人として、    年  月  日付け  第 

号により支給の決定を受けた鎌ケ谷市障がい者グループホーム等入居者家賃補助金

の請求及び受領に関する一切の権限を委任いたします。 

 

記 

 

 受任者 事 業 者 名 

     代表者氏名 

     所 在 地 

     電 話 番 号



第５号様式（第９条関係） 

 

鎌ケ谷市障がい者グループホーム等入居者家賃補助代理受領に係る請求書 

 

年  月  日 

 

鎌 ケ 谷 市 長 様 

 

所在地           

請求事業者 名称            

代表者氏名       ○印 

電話番号          

 

     年  月  日付け  第   号で補助決定のあった障がい者グルー

プホーム等入居者家賃補助を下記のとおり請求します。 

 

記 

 

請求額               円 

 

名    称 所  在  地 

  

 

 

入 居 者 名 

 

 

 

口座振込先 

金融機関名  支 店 名  

口 座 番 号  区  分 １ 普通  ２ 当座 

口座名義人 

カタカナで記入してください。 

 

※添付書類 領収書等の写し 



第６号様式（第 10 条関係） 

 

鎌ケ谷市障がい者グループホーム等入居者家賃補助変更・中止届出書 

 

年  月  日 

 

鎌 ケ 谷 市 長 様 

 

住  所            

申請者 氏  名          ○印  

電話番号            

 

    年  月  日付け  第   号で補助決定のあった障がい者

グループホーム等入居者家賃補助の申請内容の変更及びグループホーム等

を退去しますので、届け出ます。 

 

変更・中止事項 

 

 

 

変更・中止理由 

 

※ 添付書類 変更契約書の写し 


